
大分県農業経営負担軽減支援資金事業実施要綱 
 
第１  目  的 
     この要綱は、意欲と能力を有しながら、経済環境の変化等によって、負債の償還が

困難となっている農業者に対し、その償還負担の軽減を図るのに 必要な資金であって

農業協同組合等系統金融機関をはじめとする民間金融機関が貸し付ける農業経営負担

軽減支援資金の融通を円滑にするため、予算の範囲内において利子補給金を交付し効

率的かつ安定的な経営体の育成に資することを目的とする。 
  
第２  利子補給対象の内容 
１  第１に規定する利子補給対象の農業経営負担軽減支援資金（以下「本資金」とい 

う。）は、農業経営負担軽減支援資金の円滑な融通のためのガイドライン（平成 17 年 

４月 20 日付け 16 経営第８９５３号農林水産省経営局長通知。以下「負担軽減ガイドラ 

イン」という。）第２に規定する農業経営負担軽減支援資金（ただし、負担軽減ガイド 

ライン第２の２の（１）～（６）に掲げる資金を借り受けたために生じた負債である場 

合にあっては、その貸付利率が年 5.0％以下のものを含む。）とする。 

 
２ 本資金により償還負担の軽減のために借換えを行うことができる資金は、第３の１の 

（１）の貸付対象者が借り入れた営農負債のうち償還が困難なものとする。 
 
３ 第１に規定する利子補給金の交付は、第３の３に規定する貸付利率内で本資金を融通 

した融資機関に対し行うものとする。 
  また、知事が特に認めた場合は、上乗せ利子補給金の交付を行うことができる。 
 
第３ 貸付条件及び利子補給 
      本資金の貸付条件は、負担軽減ガイドラインに定めるもののほか次のとおりとし、 

   利子補給金の交付については、別に定める大分県農業経営負担軽減支援資金利子補給 

金交付要綱による。 
１ 貸付対象者 

（１）本資金の貸付対象者は、負担軽減ガイドライン第２の１に定める要件を備え、か 

つ経営改善計画を作成し、その確実な実行と本資金の確実な償還が見込まれる者と 

する。 

 

 （２）次の条件を全て満たす者については上乗せ利子補給を行うことができる。 
  ①本資金を借り入れた次に掲げる農業者（以下「認定農業者」という。） 
     農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 12 条第１項に規定する農業 

経営改善計画（酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和 29 年法律第 182 号） 

第２条の５に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法（昭和 36 年法律第 

15 号）第３条第１項に規定する果樹園経営計画を含む。以下同じ。）の認定を受け 

た者（簿記記帳を行っている者（簿記記帳を行うことが確実と見込まれる者を含 

む。）に限る。） 
  ②振興局が実施する経営コンサルテーションを受けた者 
  ③地域の担い手として今後も特に支援していくことが必要であると知事が認めた者  



 
２ 貸付限度額 
  貸付限度額は、第２の２に規定する営農負債の残高とする。 
 
３ 貸付利率及び利子補給率 
  貸付利率は、負担軽減ガイドライン第２の４の（４）に定める率とし、利子補給率 

は、負担軽減ガイドライン第３の２に基づき通知される基準金利と貸付利率との差とす  

る。 

 
４ 上乗せ利子補給率及び上乗せ利子補給期間 
    知事は、次のとおり市町村及び融資機関が利子補給する場合に限り、上乗せ利子補 
 給を行うものとする。 
  ただし、利子補給後金利が１．０％以下の場合、上乗せ利子補給は行わない。 
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    また、上乗せ利子補給期間は、貸付実行後５年間とする。  
   
５ 償還期間 
  償還期間は、次のとおりとし、据置期間は償還期間に含むものとする。 
   

      
 区 分 

 
 償 還 期 間 

  
 据 置 期 間 

 
  一 般 

 
  １０年以内 

 
  ３ 年 以 内 

 
  特 認 

 
  １５年以内 

 
  ３ 年 以 内 

 
６ 融資機関 
  本資金の融資機関は、貸付事業を行う農業協同組合、大分県信用農業協同組合連合 

会、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。 
 
第４ 調査及び報告 
１ 知事は、利子補給に係る事業に関し、必要があると認めるときは、借受者及び融資機 

関の関係書類等を調査し、または報告を求めることができる。 
 
２ 借受者は、記帳の励行及び経営の改善に努め、経営改善計画期間中、経営改善計画が 

達成されるまでの間、別に定めるところにより毎年経営状況を融資機関に報告するもの 



とする。 
 
 
３ 借受者は、借受後も融資機関、市町村、県及び融資機関が設置する指導班等の関係機 

関の指導、助言に従うものとする 
 
４  融資機関は、借受者ごとに個別指導を行う特別指導員を配置するとともに、市町村、 

振興局等関係機関の協力を得て指導班を編成して、適時・適切な指導を行い、本資金の 

借受者の経営改善計画が早期に達成されるよう努めるものとする。 
 
第５  利子補給金の打切り等 
１ 知事は、本資金の使途等について次の一に該当すると認めたときは、融資機関に対し 

て利子補給金の打切り、または既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命 

ずることができる。 
（１）利子補給に係る本資金の借受者が、この借入金を借入れ目的以外に使用したと   

  き、または相当の理由がなく第４の２の報告をしないとき。 
（２）利子補給に係る本資金の借受者が、第３の１で定める貸付対象者でなくなったと  

  き。 
（３）融資機関が、この要綱に違反したとき。 
 
２ その他 
  この要綱の施行について、必要な事項は別に定める。 
  
 附 則 この要綱は、平成１３年８月１４日から適用する。 
  附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１４年２月２０日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 改正後の要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 
  附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１４年４月２日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 改正後の要綱は、平成１４年７月１日から適用する。 
  附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１４年７月５日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
  附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１４年１１月１日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
  附 則 



      １ 改正後の要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
  附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。  
  附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１７年４月２０日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成１９年７月２５日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成２０年４月１６日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成２４年３月１日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成２８年２月１９日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 
 附 則 
      １ 改正後の要綱は、平成２８年１１月２４日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 

附 則 
      １ 改正後の要綱は、令和３年４月１日から適用する。 
   ２ 改正後の要綱施行の際、現に貸し付けている資金については、なお、従前の例 

    による。 


